
                                                     

公  欠  届（A）  

  年  月  日 
学部長 殿       

                                所  属    学部        学科 

学籍番号                     

                                氏  名                印 

                                連 絡 先                 

下記のとおり、授業を欠席しましたので届け出ます。 

 理  由 添付書類等 備考 

□ 1．疾病【※学校保健安全法に基づく出席停止となる疾病】 

診断名                                                  

診断書（本書） ※該当疾病名裏面参照 

□ 2．忌引   続柄（     ） 

 

   年   月  日（  ）死亡 

 

通夜日程：     年   月  日（  ） 

 

葬儀日程：     年   月  日（  ） 

                      

死亡診断書 

または 

会葬礼状 

（コピー可） 

1親等（父母・子等）      …7日 

〔配偶者も同等に扱う〕 

2親等（祖父母・兄弟姉妹等）  …3日 

3親等（叔父母・曾祖父母・甥等） …2日 

 
※ 起算日は死亡日とする。土日・祝日

を含む。 
 
※ 保護者死亡の場合 

保証人変更の場合は保証人変更届 

□ 3．その他学生委員長が認めた場合 

理由                        

                          

証明できる書類等 

 

 

欠席期間         年   月  日（  ）～      年   月   日（  ） 

月 日・曜 日 時  限 科  目  名 担 当 教 員 名 

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

※表が足りない場合は裏面を使用してください。 

 

理 

由
（
該
当
す
る
項
目
に
☑
） 

） 

  

） 

※鉛筆書き不可・印なし不可 



 

月 日・曜 日 時  限 科  目  名 担 当 教 員 名 

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

／   （  ） 時限   

 

学校保健安全法に基づく出席停止となる疾病 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        学校保健安全法施行規則 最終改正：平成２４年４月１日文部科学省 

 

       久留米大学での公認欠席対象疾患は第一種・第二種と第三種の感染性胃腸炎です。 

第三種については感染拡大のおそれがある場合、学校医の判断により公認欠席扱いとなります。 

公認欠席を希望する場合、登校可能になってから診断書と印鑑を持って学生課で手続きをしてください。 

 

※追試験の申請は、当該試験日を含め 5日以内（土曜・日曜・祝祭日を含む）に、診断書を持参し、 

教務課に申請してください。5日以内に申請に行けない場合は、教務課へ電話連絡してください。 

対 

象 

疾 

患 

（
原 

則
） 

対象疾患 出席停止期間

エボラ出血熱

クリミア・コンゴ出血熱

痘そう

南米出血熱

ペスト

マールブルグ病

ラッサ熱

急性灰白髄炎（ポリオ）

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群

鳥インフルエンザ

インフルエンザ
発症した5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経
過するまで

百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗
菌薬による治療が終了するまで

麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)

耳下腺､顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5
日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで

水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核､髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで

コレラ

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の感染症(必要時)

感染性胃腸炎など

第一種

第二種

第三種

治癒するまで

感染のおそれがなくなるまで


